
ふるさと寄附金の税額の控除額（軽減額）例

（住民税分７，２００円、所得税分８００円）

年収５００万円の方

１万円寄附したとき ８，０００円軽減

３万円寄附したとき ２８，０００円軽減

５万円寄附したとき ３２，３５０円軽減

１０万円寄附したとき ４２，３５０円軽減

年収７００万円の方

年収１，０００万円の方

１万円寄附したとき ８，０００円軽減

３万円寄附したとき ２８，０００円軽減

５万円寄附したとき ４８，０００円軽減

１０万円寄附したとき ６６，５５０円軽減

１万円寄附したとき ８，０００円軽減

３万円寄附したとき ２８，０００円軽減

５万円寄附したとき ４８，０００円軽減

１０万円寄附したとき ９１，１５０円軽減

（住民税分２５，２００円、所得税分２，８００円）

（住民税分２７，５５０円、所得税分４，８００円）

（住民税分３２，５５０円、所得税分９，８００円）

（住民税分６，４００円、所得税分１，６００円）

（住民税分２２，４００円、所得税分５，６００円）

（住民税分２２，４００円、所得税分５，６００円）

（住民税分６，４００円、所得税分１，６００円）

（住民税分３８，４００円、所得税分９，６００円）

（住民税分４６，９５０円、所得税分１９，６００円）

（住民税分３８，４００円、所得税分９，６００円）

（住民税分７１，５５０円、所得税分１９，６００円）

○ 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年
度分の住民税から控除されます。

○ 一例であり、軽減額は実際の軽減額と異なる場合があります。

＜給与所得者（配偶者を扶養）の場合＞



（住民税分７，２００円、所得税分８００円）

年収５００万円の方

１万円寄附したとき ８，０００円軽減

３万円寄附したとき ２８，０００円軽減

５万円寄附したとき ３５，６５０円軽減

１０万円寄附したとき ４５，６５０円軽減

年収７００万円の方

年収１，０００万円の方

１万円寄附したとき ８，０００円軽減

３万円寄附したとき ２８，０００円軽減

５万円寄附したとき ４８，０００円軽減

１０万円寄附したとき ６９，８５０円軽減

１万円寄附したとき ８，０００円軽減

３万円寄附したとき ２８，０００円軽減

５万円寄附したとき ４８，０００円軽減

１０万円寄附したとき ９４，４５０円軽減

（住民税分２５，２００円、所得税分２，８００円）

（住民税分３０，８５０円、所得税分４，８００円）

（住民税分３５，８５０円、所得税分９，８００円）

（住民税分６，４００円、所得税分１，６００円）

（住民税分２２，４００円、所得税分５，６００円）

（住民税分２２，４００円、所得税分５，６００円）

（住民税分６，４００円、所得税分１，６００円）

（住民税分３８，４００円、所得税分９，６００円）

（住民税分５０，２５０円、所得税分１９，６００円）

（住民税分３８，４００円、所得税分９，６００円）

（住民税分７４，８５０円、所得税分１９，６００円）

＜給与所得者（独身）の場合＞


